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 平成２５年第２回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２５年６月４日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２５年６月１１日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成２５年６月１１日 

月   日 曜 会 議 別 主 な 内 容 
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１．開  会    ２．会期の決定 
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６月１２日 水 休  会  議案調査 
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６月１５日 土 休  会  
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６月１７日 月 本 会 議 １．議案質疑    ２．委員会付託 

６月１８日 火 委 員 会 １．総務委員会 

６月１９日 水 委 員 会 １．文教民生委員会 
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１．委員長報告（質疑・討論・採決） 

２．閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ７ 

平成２５年第２回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２５年６月１１日（火） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２５年６月１１日午前１０時開議 

日程第 １ 議席の一部変更について 

日程第 ２ 議席の指定について 

日程第 ３ 会期の決定 

日程第 ４ 報告第 ２ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例の一部 

             を改正する条例） 

      報告第 ３ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市都市計画税条例 

             の一部を改正する条例） 

      報告第 ４ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税 

             条例の一部を改正する条例） 

      報告第 ５ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２４年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第１２号）） 

      報告第 ６ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第１号）） 

      報告第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第２号）） 

      報告第 ８ 号 平成２４年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につい 

             て 

      報告第 ９ 号 平成２４年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計 

             算書について 

      報告第１０号 平成２４年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費 

             繰越計算書について 

      報告第１１号 平成２４年度常陸太田市一般会計予算事故繰越し繰越計算書につい  

             て 

日程第 ５ 議案第４５号 常陸太田市空き地の適正管理に関する条例の制定について 

      議案第４６号 常陸太田市空き家の適正管理に関する条例の制定について 

      議案第４７号 常陸太田市子ども・子育て会議設置条例の制定について 

      議案第４８号 常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく 

             回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部改正について 

      議案第４９号 消防ポンプ自動車購入契約について 

      議案第５０号 常陸太田市立里美地区統合小学校建築工事請負契約について 
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      議案第５１号 常陸太田市道路線の認定について 

日程第 ６ 議案第５２号 平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第３号）について 

      議案第５３号 平成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第１号）に 

             ついて 

      議案第５４号 平成２５年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１ 

             号）について 

      議案第５５号 平成２５年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第５６号 平成２５年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 議席の一部変更 

 日程第 ２ 議席の指定 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 報告第２号ないし報告第１１号（一括上程・報告案件説明） 

 日程第 ５ 議案第４５号ないし議案第５１号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ６ 議案第５２号ないし議案第５６号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １８番   後 藤   守 議 長   １７番   川 又 照 雄 副議長 

     １番   井 坂 孝 行 議 員    ２番   藤 田 謙 二 議 員 

     ３番   赤 堀 平二郎 議 員    ４番   木 村 郁 郎 議 員 

     ５番   深 谷   渉 議 員    ６番   鈴 木 二 郎 議 員 

     ７番   平 山 晶 邦 議 員    ８番   益 子 慎 哉 議 員 

     ９番   菊 池 伸 也 議 員   １０番   深 谷 秀 峰 議 員 

    １１番   高 星 勝 幸 議 員   １３番   茅 根   猛 議 員 

    １４番   片 野 宗 隆 議 員   １５番   福 地 正 文 議 員 

    １６番   山 口 恒 男 議 員   １９番   黒 沢 義 久 議 員 

    ２０番   沢 畠   亮 議 員   ２１番   髙 木   将 議 員 

    ２２番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

欠席議員 

    １２番   成 井 小太郎 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    梅 原   勤 副 市 長 
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       中 原 一 博 教 育 長    佐 藤   啓 総務部長兼政策企画部長 

       荻 津 一 成 市民生活部長    塙   信 夫 保健福祉部長 

       樫 村 浩 治 産 業 部 長    鈴 木 典 夫 建 設 部 長 

       山 崎 弘 行 会 計 管 理 者    鈴 木 則 文 上下水道部長 

       福 地 壽 之 消 防 長    山 崎 修 一 教 育 次 長 

       宇 野 智 明 秘 書 課 長    植 木   宏 総 務 課 長 

       中 村   弘 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       吉 成 賢 一 事 務 局 長    金 子   充 議 事 係 長 

榊   一 行 総 務 係 長 

        

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○後藤守議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２１名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますから，ご了承願います。１２番成井小太郎議員，以上１

名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２５年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

○後藤守議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 議席の一部変更について 

○後藤守議長 日程第１，議席の一部変更についてを議題といたします。 

 今回新たに当選されました井坂孝行議員の議席の指定に関連し，会議規則第４条第３項の規定

により，議席の一部を変更いたしたいと思います。その議席番号及び氏名を職員に朗読いたさせ

ます。事務局長。 

○吉成賢一事務局長 それでは朗読いたします。 

 ２番藤田謙二議員，３番赤堀平二郎議員，４番木村郁郎議員，５番深谷渉議員，６番鈴木二郎

議員，７番平山晶邦議員，８番益子慎哉議員，９番菊池伸也議員，１０番深谷秀峰議員，１１番

高星勝幸議員，以上でございます。 

○後藤守議長 お諮りいたします。 

 ただいま朗読したとおり，議席の一部を変更することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ご異議なしと認めます。よって，ただいま朗読いたしましたとおり，議席の一部を変更するこ

とに決しました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 議席の指定について 

○後藤守議長 次，日程第２，議席の指定についてを議題といたします。 

 今回当選されました井坂孝行議員の議席の指定を行います。議席は，会議規則第４条第２項の

規定により，議長において議席番号１番に指名いたします。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○後藤守議長 次に，会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

     ８番   益 子 慎 哉 議 員    １３番   茅 根   猛 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 会期の決定 

○後藤守議長 次，日程第３，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から６月２４日までの１４日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○後藤守議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から６月２４日までの１４日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○後藤守議長 諸般の報告を行います。 

 最初に，今回当選されました井坂孝行議員につきましては，委員会条例第７条第２項の規定に

より，総務委員会に選任いたしましたのでご報告いたします。 

 次に，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る４月１９日，北茨城市においてにおいて県北市議会議長会が，同じく２２日，水戸市にお

いて茨城県市議会議長会が，同じく２６日，甲府市において関東市議会議長会が，さらに５月２

２日，東京都において全国市議会議長会が開催されました。会議内容については，お手元に配付

いたしました印刷物によりご承知願います。 

 次に，監査委員から，平成２４年度定期監査報告書及び平成２５年３月，４月，５月の例月現

金出納検査の結果について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたし

ます。 

 次に，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，財団法人里美ふるさと振興公社，株式

会社水府振興公社，有限会社バイオマスリサイクルセンターのそれぞれの経営状況を説明する書
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類がお手元に配付いたしてありますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総務部長兼政策企画部長  佐 藤   啓 君 

 市民生活部長  荻 津 一 成 君    保健福祉部長  塙   信 夫 君 

 産 業 部 長  樫 村 浩 治 君    建 設 部 長  鈴 木 典 夫 君 

 会 計 管 理 者  山 崎 弘 行 君    上下水道部長  鈴 木 則 文 君 

 消 防 長  福 地 壽 之 君    教 育 次 長  山 崎 修 一 君 

 秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  植 木   宏 君 

 監 査 委 員  中 村   弘 君 

 以上，１５名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

 市長挨拶 

○後藤守議長 この際，市長より招集のご挨拶を願います。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 皆さん，おはようございます。本日，平成２５年第２回の市議会定例会を招

集いたしましたところ，議員の皆様のご参集を賜りましてまことにありがとうございます。日ご

ろ議員の皆様には，市政の進展と円滑なる運営のために格別なるご高配をいただき，心から感謝

を申し上げる次第でございます。 

 また，５月１２日告示の市長選挙におきましては，議員の皆様，市民の皆様の温かいご支援を

賜りまして，引き続き市政を担わせていただくことになりました。責任の重大さを厳粛に受けと

め，誠心誠意全力で市政運営に当たる決意でございます。 

 特に，本市の重要課題でございます少子化・人口減少対策の推進，震災からの復旧・復興と災

害に強いまちづくり，そして産業の活性化と農業等の６次産業化の推進につきましては，市民の

皆様と一体となりましてその実現に向け全力を傾注してまいりますので，なお一層のご理解とご

協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。 

 さて，本年度も早いもので２カ月が経過いたしましたが，幾つかの市政の事案につきましてご

報告を申し上げます。 

 初めに，東海村白方の「大強度陽子加速器施設Ｊ－ＰＡＲＣ」で発生しました放射性物質漏え

い事故についてでございます。事故は５月２３日に発生し，放射性物質が管理区域外に漏えいす

るとともに，放射線業務従事者が被曝するなど市民の皆様に多大なる不安を与えたところであり

まして，まことに遺憾でございます。さらに連絡が大幅におくれるなど，通報連絡体制が大きな

課題となっているところでございます。市といたしましては，市議会と一緒に原因の早期究明を

行うとともに，施設の安全管理及び本市等への通報連絡体制を改善するため，早急に対策を講ず
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るよう日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所長に対し強く求めたとこ

ろでございます。 

 次に，東日本大震災からの復旧・復興についてでございます。被災いたしました市の公共施設

の復旧につきましては，道路・橋梁・上下水道・教育・保健・衛生施設など，先月末までに復旧

工事が完了し，金砂郷支所庁舎，郷土資料館，郷土資料分館の３つの施設を除きまして全て復旧

いたしました。市内の国・県道の復旧につきましても国道２９３号にかかる里川橋の工事が進め

られておりますが，それ以外の復旧は完了しております。 

 学校・幼稚園・保育園の耐震化につきましては，地震災害時における安全の確保及び地域住民

の避難所として１年前倒しで整備を進め，新たにつくる金砂郷地区統合中学校の校舎及び体育館

を除きまして来年度末までには完了させてまいりたいと考えております。 

 除染の進捗状況につきましては，市除染実施計画に基づき，プラトーさとみ及び周辺施設の除

染が終了いたしまして，現在は仮置き場の造成と除去土壌等の仮置き場への搬入作業，そしてプ

ラトーさとみにつながる市道の除染を行っておりまして，７月１０日までには完了の予定でござ

います。 

 次に，少子化・人口減少対策についてであります。これまで子育て家庭への支援として新婚家

庭への家賃助成や中学生までの医療費助成，第３子以降の保育料無料化などに取り組んできまし

たが，４月からは市立幼稚園に就園する第３子以降の給食費の無料化を実施いたしました。また，

中心市街地に若者等の定住を促進するため，鯨ケ丘地区に集合賃貸住宅を建築する事業者等を募

集しております。募集は３棟でありますが，建築された事業者等には上限を３００万円とし，１

戸当たり５０万円の助成を行ってまいります。少子化・人口減少対策については，引き続き創意

工夫を図り，市の将来を担う若者が定住し，安心して子育てができるような環境づくりを進める

とともに，魅力ある市街地の整備を進めてまいります。 

 次に，生まれてくる赤ちゃんの命を守るための風疹予防接種費用の助成についてであります。

風疹が全国的に流行していることを受けまして，新生児の先天性風疹症候群を予防するため，妊

娠を望む女性や妊婦の夫，妊婦と同居する家族を対象に5,０００円を上限に接種費用の半額を４

月１日にさかのぼって助成いたします。その助成費用１７０万円につきましては専決処分させて

いただきました。 

 次に，西山研修所についてであります。県から市に移管された西山研修所は，３月３１日に引

き継ぎ式を行いまして４月１日にリニューアルオープンいたしました。青少年及び成人の体験活

動の拠点施設として活用するとともに，山吹運動公園との連携によるスポーツ合宿や企業の社員

研修などの誘致を図りまして，市内はもちろん県内外の多くの方にご利用いただき，青少年の健

全育成と交流人口の拡大につなげてまいります。 

 続きまして，専決処分のご報告をさせていただきます。特別交付税の確定，市債の変更等にか

かわる予算措置，また，集中豪雨による被災箇所の復旧と風疹予防接種の助成に係る予算措置に

ついて，それぞれ平成２４年度と平成２５年度の一般会計補正予算を専決処分させていただきま

した。さらには地方税法等の改正に伴う市税条例，都市計画条例，国民健康保険条例の一部改正
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につきましても専決処分いたしました。 

 続きまして，本定例会に提案させていただきます案件についてご報告させていただきます。今

回の提出議案は，専決処分の報告６件，繰越明許費等の繰越計算書の報告４件，条例の制定３件，

一部改正１件，消防ポンプ自動車購入契約１件，市立里美地区統合小学校建築工事請負契約１件，

市道路線の認定１件及び平成２５年度の補正予算５件，合わせまして２２件でございます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長よりご説明申

し上げます。各議案とも慎重にご審議いただきまして，原案のとおり承認，可決を賜りますよう

お願い申し上げまして招集の挨拶といたします。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 報告第２号ないし報告第１１号 

○後藤守議長 次，日程第４，報告第２号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市

税条例の一部を改正する条例），報告第３号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市

都市計画税条例の一部を改正する条例），報告第４号専決処分の承認を求めることについて（常

陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例），報告第５号専決処分の承認を求めること

について（平成２４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１２号）），報告第６号専決処分の承認

を求めることについて（平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）），報告第７号専決

処分の承認を求めることについて（平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）），報告

第８号平成２４年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について，報告第９号平成２

４年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，報告第１０号平成２

４年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，報告第１１号

平成２４年度常陸太田市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について，以上１０件を一括議題と

いたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 提案者にかわりまして報告をさせていただきます。 

 議案書の１ページをお開きいただきます。報告第２号でございます。報告第２号専決処分の承

認を求めることについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分を

したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求めるものでございます。平成２５年

６月１１日報告，市長名でございます。 

 ２ページに専決処分書の写しがございます。地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月

３０日に公布されたことに伴い，平成２５年４月１日から下記の条例を施行する必要があるため，

議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下

記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市市税条例の一部を改正する条例。平成２５

年３月３０日，市長名でございます。 

 内容につきまして８ページをお開きいただきます。第３条の２第１項は，常陸太田市行政手続

条例の適用除外の中で，理由の提示に係る部分を除外する改正でございます。第１６条の７第２
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項は，寄附金税額控除につきまして，平成２５年から復興特別所得税が課税されることに伴い，

寄附金に係る個人市民税の寄附金税額控除につきまして，所得税限界税率に復興特別所得税率―

―１００分の2.１ですけれども――を乗じて得た率を加算する措置を講ずる改正でございます。

第３３条第５項及び第１０３条第４項につきましては，固定資産税の納税者等で，独立行政法人

森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業等に伴う仮換地等につきまして，納税義務者の特

例措置の廃止による文言の削除でございます。 

 １０ページをお開きいただきます。附則第２条の２，延滞金の利率引き下げに伴う改正でござ

います。 

 １１ページをお開きいただきまして，附則第２条の３，引用する法律名の削除，特定基準割合

の定義の変更等による文言整理でございます。 

 １２ページをお開きいただきます。附則第２条の４，租税特別措置法第４０条第１０項の新設

に伴う引用条項の整理でございます。附則第５条の３の２，個人住民税における住宅ローン控除

の延長・拡充に伴う改正でございます。 

 １３ページをお開きいただきまして，附則第５条の４は，１６条の７第２項の改正と同様に寄

附金税額控除に係る改正でございます。附則第１５条の２につきましては，引用する租税特別措

置法の改正に伴う条項の整理でございます。 

 １４ページをごらんいただきまして，附則第９条の２，読みかえ規定の表形式への整理でござ

います。大震災により家屋が居住の用に供することができなかった者の相続人に長期譲渡所得課

税の特例を拡大する改正でございます。 

 １７ページをお開きいただきます。附則第２０条，引用する地方税法附則第５条の４の２及び

同法附則第４５条の項の繰り下げに伴う条項整理でございます。 

 続きまして，２０ページをお開きいただきます。報告第３号でございます。報告第３号専決処

分の承認を求めることについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決

処分をしたので同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求めるものでございます。平成２

５年６月１１日報告，市長名でございます。 

 ２１ページに専決処分書の写しがございます。地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３

月３０日に公布されたことに伴い，平成２５年４月１日から下記の条例を施行する必要があるた

め，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，

下記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市都市計画税条例の一部を改正する条例。

平成２５年３月３０日，市長名でございます。 

 内容につきましては，２３ページをお開きいただきたいと思います。附則の第４項，第５項及

び第６項でございますが，文言の整理でございます。 

 ２４ページの附則第１１項は，引用する地方税法附則第１５条の条項のずれに伴う条項の整理

でございます。 

 続きまして，２５ページをお開きいただきます。報告第４号専決処分の承認を求めることにつ

いて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３
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項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２５年６月１１日報告，市長名。 

 次ページに写しがございます。専決処分書，地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月

３０日に公布されたことに伴い，平成２５年４月１日から下記の条例を施行する必要があるため，

議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下

記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

平成２５年３月３０日，市長名でございます。 

 内容につきましては，新旧対照表３２ページでご説明をさせていただきます。第２３条，国民

健康保険税の減額でございますが，第２号におきまして保険税の軽減割合判定の際に，同じ世帯

の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した被保険者がいる場合，従前と同様に５年

間の軽減措置を受けることができる措置を恒久化するとともに，急激な負担増を避けるため，特

定継続世帯としてさらに３年間延長し，計８年間の軽減を図るものでございます。 

 この減額につきましては別表２にございますので，３５ページをお開きいただきたいと思いま

す。別表中，第２３条第１項の各欄に規定する金額が７割軽減をする額でございます。 

 ３７ページをお開きいただきまして，同条第２号の各欄に規定する金額が５割軽減をする額で

ございます。 

 ３９ページをお開きいただきまして，同条第３号の各欄に規定する金額が２割軽減をする額で

ございます。 

 戻りまして３３ページでございますけれども，別表第１中，第２条第２項の各欄に規定する金

額が基礎課税額に係る世帯別平等割の額でございます。 

 ３４ページをお開きいただきまして，同条第３項の各欄に規定する金額が後期高齢者支援金等

課税額に係る世帯別平等割の額でございます。 

 戻りまして３０ページの附則でございますが，附則１は施行期日，附則２は経過措置でござい

ます。 

 ４２ページをお開きいただきます。報告第５号専決処分の承認を求めることについて，地方自

治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定によ

りこれを報告し，承認を求める。平成２５年６月１１日報告，市長名でございます。 

 ４３ページに専決処分書の写しがございます。専決処分書，特別交付税の確定，市債の変更等

に係る予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９

条第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２４年度常陸太田市一

般会計補正予算（第１２号）。平成２５年３月２９日，市長名でございます。 

 ４５ページをお開きいただきまして，平成２４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１２号）

は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億8,２４７万

9,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６１億２７８万7,０００円とす

る。第２条，地方債の追加及び変更は第２表地方債補正による。平成２５年３月２９日専決，市

長名でございます。 

 事項別明細により説明をさせていただきます。５２ページをお開きいただきます。 
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 歳入でございます。２款地方譲与税から次の５３ページの１１款交通安全対策特別交付金まで

の補正は，それぞれの３月期の交付額の確定によるものでございます。 

 １０款地方交付税６億8,１５３万6,０００円の補正につきましては，震災復旧経費の市債振替

や市税等の減免見込み額としての震災復興特別交付税３億4,７３１万3,０００円を含んだもので

ございます。 

 １５款県支出金の補正につきましては，災害救助費等補助金の確定により2,６７０万7,０００

円を追加いたしました。 

 ２１款市債の補正でございますが，それぞれ対象事業費の確定，国・県支出金の確定などによ

り，合計で2,４７０万円を減額したものでございます。 

 ５４ページをお開き願います。歳出でございます。 

 ２款１項総務管理費１目一般管理費の補正につきましては，平成２４年度の退職手当特別負担

金が確定したことから２７７万4,０００円を追加いたしました。３目財政管理費の補正につきま

しては，次年度以降の公債費の償還財源として減債基金に６億7,９７０万5,０００円を積み立て

ることといたしました。 

 ４９ページにお戻りいただきまして，第２表地方債の補正でございます。先ほども申し上げま

したように，国庫補助事業の確定により山吹運動公園遊具整備事業費1,７５０万円，道路橋りょ

う整備事業費8,５８０万円，公営住宅整備事業費2,０００万円，合計１億2,３３０万円を追加す

るとともに，下の段につきましては，市債対象事業費の変更などからこれまでの合計２５億3,９

２５万円を２３億9,１２５万円に減額の変更をするものでございます。 

 ５６ページをお開きいただきます。報告第６号でございます。専決処分の承認を求めることに

ついて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第

３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２５年６月１１日報告，市長名でございま

す。 

 ５７ページに専決処分書の写しがございます。専決処分書，４月６日から７日にかけての集中

豪雨により被災した箇所の復旧に係る予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認

めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。

記，平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）。平成２５年４月８日，市長名でござ

います。 

 ５９ページをお開きいただきます。平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）でご

ざいます。平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,２００万円を追加し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２３１億4,４００万円とする。平成２５年４月８日専決，市長名でございます。 

 内容につきましては，６４ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 

 １８款２項１目財政調整基金繰入金でございますが，今回の歳出予算の財源として1,２００万

円を繰り入れるものでございます。 

 ６５ページに歳出がございます。１０款災害復旧費でございますが，市道ののり面や路肩の復
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旧，橋梁の漂着ごみ除去などに要する経費といたしまして，建設機械の借り上げ，工事請負費，

合計1,２００万円を予算化したものでございます。 

 ６６ページをお開きいただきます。報告第７号専決処分の承認を求めることについて，地方自

治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定によ

りこれを報告し，承認を求める。平成２５年６月１１日報告，市長名でございます。 

 次ページに専決処分書の写しがございます。専決処分書，風疹予防接種の助成に係る予算措置

について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定

により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算

（第２号）。平成２５年５月２１日，市長名でございます。 

 ６９ページをお開きいただきます。平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）でご

ざいます。平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７０万円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２３１億4,５７０万円とする。平成２５年５月２１日専決，市長名。 

 内容につきましては，７４ページの事項別明細書をごらんください。 

 歳入の１８款２項１目財政調整基金繰入金でございますが，今回の補正予算の財源といたしま

して１７０万円を繰り入れるものでございます。 

 ７５ページに歳出がございます。 

 ４款衛生費の補正でございます。全国的に風疹が流行していることから，新生児の先天性風疹

症候群を予防するため，妊娠を望む女性や妊婦の夫，妊婦と同居する家族を対象といたしまして，

風疹の予防接種費用の半額程度を助成するもので１７０万円を計上いたしました。 

 続きまして，報告第８号，７６ページをお開きいただきます。報告第８号平成２４年度常陸太

田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成２４年度常陸太田市一般会計予算繰越明

許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき，次

のとおり報告する。 

 ７７ページから７９ページにかけまして繰越計算書がございます。国の補正予算に係るもの，

被災した住民の建物修繕に係る時間的余裕を考慮したもの，河川敷内の工事協議や用地補償，電

柱等の移設などに不測の日数を要したものなど，さきの１２月定例会，３月定例会で議決をいた

だきました金額の範囲内におきまして，合計２４事業１８億6,０３２万9,１５０円を平成２５年

度に繰り越すものでございます。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 続きまして，８０ページをお開きいただきます。報告第９号平成２４年度常陸太田市下水道事

業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成２４年度常陸太田市下水道事業特別会計予

算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基

づき，次のとおり報告する。 

 ８１ページをお開きいただきます。繰越計算書でございます。 

 １款１項下水道事業費の公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業につきましては，整

備区域が同じ町内に集中したため，地域の交通緩和を考慮して工事の実施をしたこと等により，
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年度内の工事完了ができなかったために繰り越したものでございます。 

 また，那珂久慈流域下水道建設工事費負担金につきましては，県から予算繰り越しの通知があ

ったことにより繰り越しを行ったもので，合計で４億4,８２２万1,０００円を繰り越したもので

ございます。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 続きまして，８２ページをお開きいただきます。報告第１０号平成２４年度常陸太田市農業集

落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成２４年度常陸太田市農業集落排水

事業特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４６条第

２項の規定に基づき，次のとおり報告する。 

 ８３ページをお開きいただきます。繰越計算書でございます。 

 １款１項農業集落排水事業費につきましては，県道改良工事に伴う農業集落排水施設の移設工

事でございますが，県が改良工事を繰り越したことにより，年度内の工事完了ができないため，

1,１０２万5,０００円を繰り越したものでございます。平成２５年６月１１日提出，市長名でご

ざいます。 

 続きまして，報告第１１号でございます。８４ページをお開きいただきます。報告第１１号平

成２４年度常陸太田市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について，平成２４年度常陸太田市一

般会計予算事故繰越に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１５０条第３項の規

定に基づき，次のとおり報告する。 

 ８５ページに繰越計算書がございます。茨城県との河川協議におきまして，出水期の工事を見

合わせたことから平成２４年度に繰り越した繰越明許費道路橋梁災害復旧事業のうち，支出未済

額１億５万円を平成２５年度に事故繰越するものでございます。平成２５年６月１１日提出，市

長名でございます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第４５号ないし議案第５１号 

○後藤守議長 次，日程第５，議案第４５号常陸太田市空き地の適正管理に関する条例の制定に

ついて，議案第４６号常陸太田市空き家の適正管理に関する条例の制定について，議案第４７号

常陸太田市子ども・子育て会議設置条例の制定について，議案第４８号常陸太田市と茨城県信用

保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部

改正について，議案第４９号消防ポンプ自動車購入契約について，議案第５０号常陸太田市立里

美地区統合小学校建築工事請負契約について，議案第５１号常陸太田市道路線の認定について，

以上７件を一括議題といたします。 

 提案案件の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 それでは，説明をさせていただきます。 

 議案書８６ページをお開き願います。議案第４５号常陸太田市空き地の適正管理に関する条例

の制定についてでございます。常陸太田市空き地の適正管理に関する条例を次のように制定する
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ものとする。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 提案理由ですが，市内の空き地の適正な管理に関し必要な事項を定め，空き地が管理不良の状

態となることを防止し，もって安全・安心なまちづくりの推進に寄与するため本条例を制定する

ものでございます。 

 空き地は個人等の資産でありまして，その管理は空き地の所有者等が行うべきものでございま

すが，全国的な傾向といたしまして，所有者等の高齢化や世帯の核家族化，あるいは都会への移

住などにより管理不良な状態の空き地が生じておりまして，今後も増加していくことが予想され

ます。当市におきましても同様な状況があるため本条例を制定し，空き地の所有者等の管理責任

や市民に求める協力内容を明示し，所有者や地域住民等による自発的な管理を促すとともに，空

き地の管理状況に応じて段階的に対応を行うことにより，その適正な管理を図っていこうとする

ものでございます。 

 内容につきましては，８７ページを説明させていただきます。第１条は，本条例制定の目的を

規定しておりまして，ただいま申し上げました安全・安心なまちづくりをうたっております。第

２条は，本条例における空き地所有者等の用語の定義について定めてございます。第３条は，空

き地の所有者等の責務について。第４条は，市民からの情報提供について。第５条は，空き地の

管理状況を調査するため実態調査を実施することについて定めてございます。第６条から７条で

は，空き地が適切に管理されていない場合に段階的に行う所有者等への助言，指導及び勧告並び

に措置命令について定めてございます。第８条は，正当な理由なく命令に従わないときの氏名な

どの公表に係る手続について定めてございます。第９条は，この条例を適切に運用するため，関

係機関と協議連携をすることについて定めております。第１０条では，この条例の施行に関し，

必要な事項は市規則で定めることを規定しております。 

 なお，この条例施行規則につきましては，９０ページから参考資料として添付してございます

ので，後ほどご参照いただきたいと思います。 

 附則でございますが，この条例は平成２５年７月１日から施行することを定めております。 

 続きまして，９７ページをお開きいただきます。議案第４６号常陸太田市空き家の適正管理に

関する条例の制定についてでございます。常陸太田市空き家の適正管理に関する条例を次のよう

に制定するものとする。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，市内の空き家の適正な管理に関し必要な事項を定め，空き家が管理

不全の状態となることを防止し，もって安全・安心なまちづくりの推進に寄与するため本条例を

制定するものでございます。 

 空き家につきましても管理不全な状態の空き家が生じておりまして，今後も増加していくこと

が予想されます。そのため空き地の適正管理対策と同様に，空き家に関しましても所有者等の管

理責任や市民に求める協力内容を明示し，所有者や地域住民等による自発的な管理を促すととも

に，空き家の管理状況に応じて段階的に対応を行うことにより，その適正な管理を図っていくも

のでございます。 

 条例案の内容でございますが，９８ページをお開きいただきます。第１条は，本条例の制定の
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目的を規定してございます。第２条は，本条例における空き家所有者等の用語の定義でございま

す。第３条は，空き家の所有者等の責務について。第４条は，市民からの情報提供について。第

５条は，空き家の管理状況を調査するため実態調査を実施することについて定めてございます。

第６条は，空き家が倒壊等危険な状態が切迫していると認められるときは，所有者の同意を得て

必要最低限の措置を講ずることができ，その費用を所有者等に請求することを定めております。

第７条から８条では，空き家が適切に管理されていない場合に，段階的に行う所有者等への助言，

指導及び勧告並びに措置命令について定めてございます。第９条は，正当な理由なく命令に従わ

ないときの氏名などの公表に係る手続について定めてございます。第１０条は，この条例を適切

に運用するため，関係機関と協議連携をすることについて定めております。第１１条では，この

条例の施行に関し必要な事項は市規則で定めることを規定しておりまして，この施行規則につき

ましては，１０１ページから参考資料として添付してございます。 

 附則でございますが，この条例は平成２５年７月１日から施行することを定めてございます。 

 続きまして，議案書１０８ページをお開きいただきます。議案第４７号常陸太田市子ども・子

育て会議設置条例の制定について，常陸太田市子ども・子育て会議設置条例を次のように制定す

るものとする。平成２５年６月１１日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，「子ども・子育て支援法」が平成２４年８月２２日に公布，その一

部が平成２５年４月１日から施行されたことに伴い，幼児期の学校教育と保育の総合的な提供や

地域の子ども・子育て支援の充実を図ることを目的とした常陸太田市子ども・子育て会議を設置

するため，本条例を制定するものでございます。 

 次の１０９ページをお開きいただきます。第１条は設置について。第２条は所掌事項で，

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。（２）といたしまして，特定地域型

保育事業の利用定員の設定に関すること。（３）といたしまして，子ども・子育て支援事業の計

画策定及び変更に関すること。（４）といたしまして，施策等に係る調査，審議に関すること等

を掲げてございます。第３条は組織，第４条は任期，第５条は委員長等でございます。 

 １０９ページから１１０ページにかけまして，第６条に会議，第７条に庶務，第８条に委任に

ついての規定を定めてございます。 

 附則で本条例は公布の日から施行するものでございます。また，常陸太田市特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正いたしまして，子ども・子育て会議委

員の報酬を定めるものでございます。 

 続きまして，１１１ページをお開きいただきます。議案第４８号常陸太田市と茨城県信用保証

協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部改正

についてでございます。常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収

納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，「株式会社企業再生支援機構法」の一部を改正する法律が平成２５

年３月６日に公布，同年３月１８日に施行されたことに伴い，本条例の一部改正を行うものでご
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ざいます。 

 この条例につきましては，平成２４年３月に条例を公布しまして，同年４月より施行されてお

るところでございますが，具体的には本市があっせんした自治金融及び振興金融といった市町村

金融制度に基づく融資を受けた中小企業者が債務返済不能となった際に，茨城県信用保証協会が

金融機関にかわりまして弁済することとなりますが，その際発生する損失補償金につきまして，

本市及び茨城県信用保証協会が負担することとなる条例でございます。 

 今回の本条例の一部改正につきましては，国において地域経済の活性化を促す観点から「企業

再生支援機構法」が改正されたことに伴う改正でございます。 

 １１３ページをお開きいただきます。新旧対照表でございますが，第３条第５号に規定してお

ります「株式会社企業再生支援機構」を「株式会社地域経済活性化支援機構」に改めまして，

「株式会社企業再生支援機構法」を「株式会社地域経済活性化支援機構法」に改めるものでござ

います。また，「株式会社地域経済活性化支援機構法」第２５条第４項の規定におきましては，

同機構の業務が追加されまして，見出しが「支援決定」から「再生支援決定」に改正されました

ことから，第３条第５号の文言をあわせて改正するものでございます。 

 １１２ページの附則につきましては，既に法が施行されておりますことから公布の日から施行

するものとしてございます。 

 議案書１１４ページをお開きいただきます。議案第４９号消防ポンプ自動車購入契約について

でございます。平成２５年５月１３日，一般競争入札に付した消防ポンプ自動車購入について，

下記のとおり購入契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第８号の規定に基づき，議会

の議決を求めるものでございます。 

 記といたしまして，契約の目的は，消防ポンプ自動車購入のため。契約の方法は，一般競争入

札による契約。契約の金額は 3,１１８万 5,０００円。契約の相手方は，株式会社モリタ東京営

業部。代表者は部長，城賀本守でございます。平成２５年６月１１日提出，市長名。 

 次のページに，参考としまして普通消防ポンプ自動車の概要書がございます。４ＷＤの５人乗

りでございますが，詳細につきましてはごらんいただきたいと思います。 

 次に，議案書１１６ページをお開きいただきます。議案第５０号常陸太田市立里美地区統合小

学校建築工事請負契約についてでございます。平成２５年５月２０日，一般競争入札に付した常

陸太田市立里美地区統合小学校建築工事請負契約について，下記のとおり請負契約を締結するた

め，地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき，議会の議決を求めるものでございます。 

 記といたしまして，契約の目的は，常陸太田市立里美地区統合小学校建築工事請負契約。契約

の方法は一般競争入札による契約。契約の金額は１億 6,８００万円。契約の相手方は，日立土

木・須藤特定建設工事共同企業体。代表者は，日立土木株式会社代表取締役沢畑正剛でございま

す。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 次のページに，参考といたしまして工事の概要書がございます。建築場所は，常陸太田市大中

町６０番地の１，構造は鉄筋コンクリートづくり２階建て，延べ床面積は 1,１８4.４４平方メ

ートル。主要な部屋でございますけれども，普通教室，特別支援教室，教材室，図書室，トイレ
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ほかとなってございます。また，電気設備工事，機械設備工事，外構工事は別途工事としてござ

います。 

 次の１１８ページには，施設の配置図，１１９ページから１２０ページに平面図，１２１ペー

ジに立面図がございます。 

 続きまして，１２２ページをお開きいただきます。議案第５１号常陸太田市道路線の認定につ

いてでございます。常陸太田市道路線を認定したいので，道路法第８条第２項の規定により，次

のとおり議会の議決を求める。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，県道移管に伴い市道路線として認定するものでございます。具体的

な内容につきましては，次の１２３ページをお開きいただきます。 

 新たに路線認定する路線は，市道４４７８号線の１路線でございます。鯨ケ丘トンネルの開通

に伴う路線となるわけでございますが，金井町地内の延長距離２５８メートルでございます。都

市計画道路木崎稲木線整備に伴う主要地方道日立笠間線の一部区間を市道に移管するための認定。 

 次のページに路線認定位置図，さらに１２５ページには市道の路線認定図を記載してございま

す。 

 以上でございます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第６ 議案第５２号ないし議案第５６号 

○後藤守議長 次，日程第６，議案第５２号平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第３

号）について，議案第５３号平成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて，議案第５４号平成２５年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて，議案第５５号平成２５年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て，議案第５６号平成２５年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について，以上５件

を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 それでは，説明をさせていただきます。 

 別冊の横長のつづり１ページをお開き願います。 

 議案第５２号平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第３号），平成２５年度常陸太田市

一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ２億 6,２３８万 5,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

３４億８０８万 5,０００円とする。第２条が債務負担行為，第３条が地方債の補正でございま

す。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 ８ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 

 １４款国庫支出金の補正でございますが，生活保護システム改修，小中学校理科備品購入費の

財源を補正したほか，総務費国庫負担金におきまして，地域の元気づくり臨時交付金１億 8,３
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５０万 2,０００円を予算化いたしました。この交付金は，平成２４年度国の補正予算における

地方負担額に応じて算定されるものでございまして，単独で行う建設事業に充当されるものでご

ざいます。今回の補正予算におきましては，道路新設改良費や生涯学習センター音響設備改修工

事の財源として計上いたしました。 

 １８款繰入金の補正でございますが，地域の元気づくり臨時交付金によって財源が確保された

ことから財政調整基金の繰り入れ 8,５８３万 3,０００円を減額いたしました。また，減債基金

の補正につきましては，公債費の繰り上げ償還の財源といたしまして 9,７２８万 2,０００円を

増額したものでございます。 

 ２１款市債の補正でございますが，山吹運動公園親水広場の財源といたしまして，合併特例事

業債 6,４６０万円を追加いたしました。 

 次に歳出でございます。９ページをごらんいただきます。 

 ２款１項９目情報通信管理費でございますが，市のホームページをスマートフォン向けに対応

させるとともに，各課において容易にホームページの更新ができるようにカスタマイズを行うも

ので７１万 9,０００円を補正しております。１５目の複合型交流拠点施設整備費の補正９３３

万 2,０００円につきましては，事業を再開するため計画の変更に伴う委託料，土地収用に伴う

経費などを計上したものでございます。 

 ３款２項１目児童福祉総務費の補正でございますが，子ども・子育て支援計画の策定に要する

経費８３万 8,０００円を予算化いたしました。また，債務負担行為におきまして２８１万 7,０

００円をあわせて計上してございます。 

 １０ページをお開きいただきます。７款道路橋りょう費の補正でございますが，地域の元気づ

くり臨時交付金を活用しまして，道路新設改良舗装工事 2,０００万円を追加いたしました。 

 １１ページでございます。９款５項社会教育費１０目生涯学習施設費におきまして，生涯学習

センターの音響設備改修工事 6,４０５万円を予算化しております。これにつきましても地域の

元気づくり臨時交付金を活用するものでございます。６項保健体育費４目体育施設費の補正につ

きましては，山吹運動公園の水泳プールの跡地に親水広場を建設するための委託料，工事請負費

6,２０９万 7,０００円を計上したもので，合併特例事業債を活用するものでございます。 

 １１款公債費でございます。茨城県からの借入金について繰り上げ償還が認められたために，

将来の債務を削減するため 9,７２８万 2,０００円を繰り上げ償還するものでございます。 

 ４ページにお戻りいただきます。債務負担行為でございますが，子ども・子育て支援事業の計

画策定業務につきまして２８１万 7,０００円を限度額として債務を負担するものでございます。 

 ５ページは地方債の補正でございます。山吹運動公園親水広場の整備に当たり，合併特例事業

債を増額するものでございまして，地方債の限度額合計２３億 1,６００万円を２３億 8,０６０

万円に変更するものでございます。 

 続きまして，議案第５３号平成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてでございます。平成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第１号）は，次に

定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億 3,２０５万 4,００
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０円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億 2,５１６万 4,０００円とする。

第２条，地方債の変更は，第２表地方債補正による。平成２５年６月１１日提出，市長名。 

 ４ページをお開き願います。地方債の補正でございますが，起債の目的に公営企業借換債を追

加し，限度額を２億 3,１６０万円とするものでございます。起債の方法等につきましては表記

のとおりでございます。 

 次に，７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 ６款１目繰越金の増でございますけれども，繰り上げ償還の財源として追加したものでござい

ます。 

 ８款１目下水道事業債の２億 3,１６０万円につきましては，平成２５年度特定被災地地方公

共団体借換債に伴うものでございまして，過去に年利４％以上で借り入れた旧公営企業金融公庫

資金に係る未償還分につきまして，現在の低利率のものに借りかえるために増額するものでござ

います。 

 ８ページは歳出でございます。 

 ２款１目公債費の元金２億 3,２０５万 4,０００円の増額につきましては，借りかえに伴う繰

り上げ償還金でございます。 

 続きまして，議案第５４号でございます。平成２５年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）についてでございます。平成２５年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）は次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７７３万 8,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億 4,２００万 7,０

００円とするものでございます。平成２５年６月１１日提出，市長名。 

 まず，４ページをお開きいただきまして，地方債でございますが，起債の目的に公営企業借換

債を追加し，限度額を７７０万円とするものでございます。起債の方法等につきましては，表記

のとおりでございます。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございますが，６款１目繰越金の増でござ

いますけれども，繰り上げ償還の財源として追加したものでございます。 

 ８款１目農業集落排水施設事業債の７７０万円につきましては，議案第５３号の下水道事業特

別会計補正予算同様，借りかえをするために追加するものでございます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 ２款１目公債費の元金７７３万 8,０００円の追加につきましては，借りかえに伴う繰り上げ

償還金でございます。 

 続きまして，議案第５５号平成２５年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

についてでございます。平成２５年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８０万円を追加し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億 9,６７１万 4,０００円とする。平成２５年６月１

１日提出，市長名。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 
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 ４款１項１目繰越金でございます。前年度繰越金に増額が見込めることから，今回１８０万円

を増額補正するものでございます。 

 ７ページの歳出でございます。１款３項１目配管費１８０万円の増額でございますが，国道４

６１号線の上高倉町地内災害防除工事に伴う配水管布設がえ工事費でございます。 

○後藤守議長 上下水道部長。 

〔鈴木則文上下水道部長 登壇〕 

○鈴木則文上下水道部長 議案第５６号平成２５年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１

号）について，提案者にかわりご説明申し上げます。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１条は総則でございます。平成２５年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）は，次

に定めるところによる。 

 第２条は，資本的収入及び支出の補正で，予算第４条本文括弧書き中，資本的収入額が資本的

支出額に対する不足額４億5,５５１万1,０００円を４億5,５７６万円に，過年度分損益勘定留保

資金３億7,０３３万6,０００円を３億7,０５８万5,０００円に改め，資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入の第３款資本的収入を2,２８０万円増額し，１６億8,７９５万1,０００円とするものでご

ざいます。 

 支出の第４款資本的支出を2,３０４万9,０００円増額し，２１億4,３７１万1,０００円とする

ものでございます。 

 ２ページをお開きいただきます。 

 第３条は企業債の補正でございます。起債の目的に企業債借りかえを追加し，限度額を2,２８

０万円とするものでございます。平成２５年６月１１日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ８ページをお開きいただきたいと思います。 

 初めに，資本的収入及び支出の収入でございます。３款１項１目１節企業債の2,２８０万円の

増額につきましては，平成２５年度特定被災地地方公共団体借換債に伴う補正で，過去に年利

４％以上で借り入れた旧公営企業金融公庫資金に係る未償還の公営企業債を現在の低利率のもの

に借りかえをするものでございます。 

 次に，支出でございますが，４款２項１目１１節企業債償還金の2,３０４万9,０００円の増額

につきましては，平成２５年度特定被災地地方公共団体借換債による償還金でございます。 

 以上です。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○後藤守議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月１３日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 
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午前１１時２２分散会 

 


